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（２）後継者不在企業を市内の同業者が譲り受け、地域のインフラ維持に成功した事例

譲 渡 企 業 譲 受 企 業

有限会社環境衛生社
業　種 一般廃棄物処理業
従業員数 ６名
資本金 300 万円
所在地 網走市
売上高 6,200 万円
理　由 後継者不在

シティ環境株式会社
業　種 一般廃棄物処理業
従業員数 ６０名
資本金 2,000 万円
所在地 網走市
売上高 3 億 4,000 万円
目　的 事業拡大

成 功 の ポ イ ン ト

譲渡企業から市内同業者の譲受企業へ事業引継ぎについて直接相談できる状況にあった。
譲受企業側において事業を引き継ぐことで事業拡大が見込めた。
手続きを進める上で専門機関（当センター）及び専門家（会計事務所）を活用した。

(有)環境衛生社は、渡辺社長が昭和56年に設立した一般廃棄物の処理業者で、40年近く
にわたって網走市内で一般廃棄物の収集・処理を手掛けてきました。社内には社長の長男、
次男、長女が在籍していたものの、会社を継ぐ意思はなかったため、渡辺社長は市内の同業
者であるシティ環境(株)の政田社長に事業を引き受けてくれるよう相談しました。
譲り受けることとなった政田社長も、市内のごみ収集ルートが効率化できること、人材難
の折に従業員を受け入れられること、そして何より旧知の渡辺社長の会社と一緒になって市
内で事業を拡大できることから快諾し、2019年3月に北海道事業引継ぎ支援センターへ譲り
受けの手続きを相談に訪れました。
当センターのアドバイザーは両社長と面談した上で、現在の状況についてヒアリングを行
い、本件を進める上での課題は、①株価の鑑定、②渡辺社長が個人所有する不動産の処理、
の２点に絞られると判断して、こうした課題の対応に強い税理士法人知野・寺田会計事務所
へ紹介し、当センターと共同でＭ＆Ａの手続きを支援することとなりました。
その後、会社や不動産に関する資料を揃えた上で、2019年10月に知野・寺田会計事務所
によるデューデリジェンスを行い、１２月に渡辺社長一族から政田社長への株式譲渡契約を
締結して政田社長が環境衛生社の代表に就任し、会社の譲渡が成立しました。
渡辺社長は「これからは個人経営の時代ではない。」と、わずか20年でシティ環境を大き
く成長させた政田社長の手腕への期待を寄せ、政田社長は「これまでシティ環境で取り組ん
できたように、環境衛生社のサービスの質も高めていきたい。」と今後への意気込みを語っ
ています。

譲渡契約に合意した
(有)環境衛生社の渡辺社長（右）とシティ環境(株)の政田社長

シティ環境(株)の収集トラック前で
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（１）急逝した社長の思いを受け継いだ非親族後継者

株式会社 高田組
業　種　鉄鋼業
資本金　1,000 万円
売上高　1億 4,200 万円
創　業　昭和 51年（1976 年）
所在地　苫小牧市

成功のポイント

社長が体調を崩された早期の段階で、苫小牧商工会議所及び当センターに従業員承継の相談を実施

【参考：MBOって？】
　Management Buy Out の略で、役員等が既存株主 (創業者、親会社など )から
株式を買い取って経営権を譲り受けることをいいます。当センターでは、MBOに関する資金調達
のご相談や手続きのご案内など、譲り渡す側、譲り受ける側双方の支援に取り組んでおります。

＜事業引継ぎの経緯＞
( 株 ) 高田組はH27年 11月、先代の高田社長

（当時 66才）が体調を崩され、廃業をしたいと苫
小牧商工会議所に訪れたことがきっかけでした。
当時、経営指導員の堀抜課長は「業績も良く廃業
するような会社ではない」と判断し、北海道事業
引継ぎ支援センターに連絡があり支援が開始さ
れました。当時、従業員であった高橋氏（当時 34
才）に承継したいと前社長の意向があり、承継の
準備が始まりました。
　ところが、その矢先、前社長が病気のため急逝してしまいました。高橋氏は前社長の意向
を受けて、急遽、社長に就任することとなりました。
　高橋氏は社長となり経営に奔走することとなりましたが、ようやく落ち着いたところで
株式の取得手続きを行い、H30 年 10 月に株式を取得し、名実ともに社長として就任した
MBO事例です。

２．役員・従業員承継（MBO）
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（２）創業塾卒業生が株式取得で経営者となった事例

業　種　不動産業
資本金　300 万円
売上高　1,400 万円
創　業　平成 16年（2004 年）
所在地　道央地区

M B O に よ る 利 点

１．後継者不在問題の解消
２．従業員の雇用継続
３．承継前に入社して実際に業務に就いたことによるスムーズな承継
４．経営者の交代による経営革新

＜事業引継ぎの経緯＞
　前社長は、平成16年に前職を早期退職
し、一念発起して不動産会社を立ち上げま
した。前社長は幅広い人脈を駆使して事業
を営んでいましたが、自身の高齢化と後継
者がいないことが悩みの種でした。
　時を同じくして、のちに会社を引き継ぐ
ことになる現社長は、宅地建物取引士の資
格を取得し、将来的な起業を目指して実務経験を積む場所を探していました。
　そんな折、現社長は前社長が後継者を探しているとの話を耳にし、ご主人（建設業経営）がロー
タリークラブで前社長と面識があったこともあって、事業継承を踏まえた就職を提案してエス
ケー商会に就職したのが平成27年のことでした。
　前社長のもと不動産実務を習得し、経営の心構えも身につけたころ、現社長が受講していた起
業セミナーを通じて、事業承継のための具体的な手順を地元の信用金庫に相談されたことから、
当センターが公平・中立な立場で支援を行うこととなりました。
　同社の顧問税理士によるデューデリジェンスに基づいて、前社長ご夫妻と現社長ご夫妻の話
し合いが合意に至り、株式譲渡契約書や株式移動関係書類の作成へと準備が進みました。平成
29年 9月 22日に、顧問税理士、司法書士、当センター立会いのもと、株式事業譲渡契約の締結
がなされました。さらに9月 29日に、信用金庫及び当センターが立会人となってクロージング
が行われ、MBOによる事業引継ぎが完了しました。

【参考：デューデリジェンスって？】
　M&Aの譲渡金額を決める際に、譲渡企業の価値を算定することをいいます。
一般的には、買い手側が企業評価の専門家に委託して実施します。
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※廃業費用の上限額は 450 万円。
　廃業費用を活用しない場合の上限額は 200 万円。

■事業承継関連施策のご紹介
１．経営資源引継ぎ補助金

第三者承継時に負担となる、士業専門家の活用に係る費用（仲介手数料・デューデリジェンス費
用、企業概要書作成費用等）および、経営資源の一部を引き継ぐ際の譲渡側の廃業費用について補助
が受けられます。

（１）補助対象者
●買い手支援型
：事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の中小企業・小規模事業者であり、
以下の要件をすべて満たすこと
・事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎ後に、シナジーを活かした経営革新等を行うこ
とが見込まれること。
・事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎ後に、地域の雇用をはじめ、 地域経済全般を牽
引する事業を行うことが見込まれること。

●売り手支援型
：事業再編・事業統合等に伴い自社が有する経営資源の引継ぎが行われる予定 (又は行われた)の
中小企業・小規模事業者であり、以下の要件を満たすこと。
・地域の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業を行っており、事業再編・事業統合等によ
り、これらが第三者により継続されることが見込まれる（又は継続された）こと。

（２）補助対象経費・補助率・補助上限額

枠　　組

売り手のみ・買い手のみが申請し、補助を受けることも可能です。

既存事業の
廃業費用 株式・事業

専門家報酬

補助対象経費の区分 補助率
＜買い手支援型＞

＜売り手支援型＞

謝金、旅費、外注費
委託費、システム利用料

①経営資源の引継ぎを
　促すための支援　　　　100 万円

②経営資源の引継ぎを
　実現させるための支援　200 万円

①経営資源の引継ぎを
　促すための支援　　　　100 万円

②経営資源の引継ぎを
　実現させるための支援　650 万円

3分の 2

3 分の 2

50 万円

50 万円

謝金、旅費、外注費
委託費、システム利用料

【廃業費用】
廃業登記費、在庫処分費
解体費、原状回復費

補助下限額 補助上限額

出典：中小企業庁「令和 2年度第一次補正予算経管資源引継ぎ補助金」公募要領
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２．事業承継補助金

事業再編、事業統合を含む事業承継を契機として経営革新等を行う中小企業・小規模事業者等に対
して、 その取組に要する経費の一部を補助することにより、中小企業者等の世代交代を通じた我が国
経済の活性化を図ることを目的とします。

（１）対象となる事業承継
●後継者承継支援型（経営者交代型）
：経営者の交代を契機として、経営革新等に取り組む、または事業転換に挑戦する者であること
等の要件を満たすもの。

●事業再編・事業統合支援型（M&A型）
：事業再編・事業統合等を契機として、経営革新等に取り組む、または事業転換に挑戦する者で
あること等の要件を満たすもの。

（２）補助率・補助上限額

※「廃業を伴う場合」の上乗せ額：事業転換により廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原
状回復費及び移転・移設費がある場合のみ認められる補助金額。

●補足①：ベンチャー型事業承継枠の要件（以下を満たすこと）
・新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、もしくは事業転換による新分野への進出を行
う計画であること。
・事務局が定める期間において従業員数を一定以上増加させる計画であること。
・補助事業実施期間内において補助事業に直接従事する従業員を 1 名以上雇い入れた事実が確認
できること。（なお、有期の雇用契約は本要件の対象としない。） 

●補足②：生産性向上枠の要件（以下を満たすこと）
・承継者が本補助事業において申請を行う事業と同一の内容で「先端設備等導入計画」又は「経
営革新計画」いずれかの認定を受けていること。 

枠　　組 補助率

原　則　枠
経営者交代型

M&A型

経営者交代型

M&A型

1/2

1/2

2/3

2/3

補助上限額

225万円

450万円

300万円

600万円

合　計

450万円

900万円

600万円

1,200万円

上乗せ額
※廃業を伴う場合

+225万円

+450万円

+300万円

+600万円
ベンチャー型事業承継枠
・生産性向上枠

M&A後の新たな取組等を補助

A社

A社+B社

合併
会社分割
事業譲渡
株式交換・株式移転
株式譲渡　など

B社

廃業費用も補助
新サービスを提供
新商品の開発　等

対象となる取組

出典：中小企業庁「第三者承継支援総合パッケージ」及び令和元年度補正「事業承継補助金」公募要領
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３．経営承継円滑化法に基づく金融支援

事業承継の際に必要となる資金の調達を円滑にするため、都道府県知事の認定を受けた中小企業者
や個人事業主あるいは後継者である代表者個人がMBO・EBOを目的として資金を必要とする場合
に、日本政策金融公庫の低利融資、中小企業信用保険法の特例を受けられる措置があります。

●手続き流れ
①日本政策金融公庫または信用保証協会へ事前相談を行います。
②都道府県へ認定申請を行い、認定を受けます。
③日本政策金融公庫または信用保証協会へ申込み、融資を受けます。
④株式譲渡または事業譲渡を実行します。

旧経営者

売り手中小企業 買い手中小企業

後継者

資産の買取り資金の支援
※都道府県知事の認定が必要

M&A後の新たな取組等を補助

事業の売却
・株式譲渡　・事業譲渡

譲渡対価

or

雇用保険法の特例
公庫の低利融資

出典：中小企業庁「第三者承継支援総合パッケージ」
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４．事業承継税制

（１）法人版事業承継税制
法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場
会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相
続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されて
いる贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

①特例措置について
2018年4月1日からの10年間限定の特例措置が創設されました。従来の措置（一般措置）と比
較すると主に次の点が拡充されています。

※特例措置を活用するためには、2018年4月1日から5年以内に都道府県知事に対して特例承
継計画を提出した上で、2027年12月31日までの10年間に実際に株式を後継者に承継する必
要があります。

相続・贈与

先代経営者 後継者
中小企業者
である会社

贈与税・相続税の納税が猶予 贈与税
相続税の免除

贈与税・相続税の申告期限 後継者の死亡等

申告書

担　保

都道府県知事の認定など

事前の計画策定

適用期限

対象株数

納税猶予割合

承継パターン

雇用確保要件

経営環境変化に対応した免除

相続時精算課税の適用

5 年以内の
特例承継計画の提出

2018 年 4月 1日から
2023 年 3月 31日まで

10 年以内の
贈与・相続税

2018 年 1月 1日から
2027 年 12 月 31 日まで

特　　例　　措　　置

全株式

100％

複数の株主から最大 3人の後継者

60歳以上の者から 20 歳以上の者への贈与

弾力化

あり

不要

なし

総株式数の最大 3分の 2まで

贈与：100％　相続：80％

複数の株主から 1人の後継者

承継後 5年間、
平均 8割の雇用維持が必要

なし

60歳以上の者から 20歳以上
の推定相続人・孫への贈与

一　般　措　置

株式等
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②手続きの流れ（贈与税猶予を例に）
納税猶予を受けるためには、「都道府県知事の認定」、「税務署への申告」の手続きが必要と
なります。

特例承継計画
の策定

●　会社が作成し、認定経営革新等支援機関
　　（商工会、商工会議所、金融機関、税理士等）が所見を記載。

●　2023年3月31日まで提出可能です。
　　※株式等の贈与後には特例承継計画を作成することも可能です。
　　　その場合は、都道府県知事への認定申請時までに作成してくだ
　　　さい。

●　贈与年の10月15日～翌年1月15日までに申請。
●　特例承継計画を添付

●　認定書の写しとともに、贈与税の申告書等を提出。
●　相続時精算課税制度の適用を受ける場合には、その旨を明記。

確認申請

認定申請

税務署へ申告

贈与

都
道
府
県
庁

申告期限後
5年間

6年目以降

5年経過後
実績報告

●　都道府県庁へ「年次報告書」を提出（年1回）

●　税務署へ「継続届出書」を提出（年1回）

●　雇用が5年平均8割を下回った場合には、満たせなかった理由を
　　記載し、認定経営革新等支援機関が確認。その理由が、経営状況
　　の悪化である場合等には認定経営革新等支援機関から指導・
　　助言を受ける。

●　税務署へ「継続届出書」を提出（3年に1回）

都
道
府
県
庁

税
　
　
務
　
　
署

税
務
署

出典：中小企業庁「経営承継円滑化法 申請マニュアル」及び税務署
　　　「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除（法人版事業承継税制）のあらまし」

提出先
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（２）個人版事業承継税制
2019年4月1日から、個人事業者が事業用資産を後継者に贈与・相続した際に課される贈与税・
相続税の納税を猶予及び免除する措置が創設されました。法人版事業承継税制の特例措置と同様
に、2019年4月1日からの10年間限定の特例措置であり、土地、建物、機械、器具備品等の幅広い
事業用資産を対象として、100％納税猶予を受けることができます。（なお、個人版事業承継税制
は、事業用小規模宅地特例との選択制となっています。）

①個人版事業承継税制と法人版事業承継税制（特例措置）の比較

※本制度の適用を受けるためには、2019年4月1日からの5年以内に都道府県知事に対して個人事
業承継計画を提出した上で、2019年1月1日から2028年12月31日までに事業用資産を後継者
に承継する必要があります。

相続・贈与

先代経営者 後継者

贈与税・相続税の納税が猶予 贈与税
相続税の免除

贈与税・相続税の申告期限 後継者の死亡等

都道府県知事の認定

事前の計画策定

適用期限

対象資産

納税猶予割合

承継パターン

贈与案件

雇用確保要件

経営環境変化に
対応した減免等
円滑化法認定の
有効期限

5 年以内の
特例承継計画の提出

2018 年 4月 1日から
2023 年 3月 31日まで

10 年以内の
贈与・相続税

2018 年 1月 1日から
2027 年 12 月 31 日まで

法人版（特例措置）

非上場株式等

100％

複数の株主から最大 3人の後継者

あり（特例措置は弾力化）

最初の申告期限の翌日から 5年間

あり

一定数以上※の株式等を贈与すること
※後継者一人の場合、原則 2/3 以上など

5 年以内の個人事業
承継計画の提出

2019 年 4月 1日から
2024 年 3月 31日まで

10 年以内の
贈与・相続税

2019 年 1月 1日から
2028 年 12 月 31 日まで

特定事業用資産

100％

雇用要件なし

最初の認定の翌日から 2年間

あり※後継者が重度障害等の場合は免除

その事業に係る特定事業用資産の
すべてを贈与すること

原則、先代一人から後継者一人
※一定の場合、同一生計親族等からも可

個人版

②個人版事業承継税制と小規模宅地等の特例の比較

事前の計画策定

適用期限

承継パターン

対象資産

減額割合

事業の継続

5 年以内の
特例承継計画の提出

平成 31年 4月 1日から
令和 6年 3月 31日まで

10 年以内の
贈与・相続税

平成 31年 1月 1日から
令和 10年 12月 31 日まで

個人版事業承継税制

贈与・相続等

100％（納税猶予）

終身

・宅地等（400㎡まで）
・建物（床面積800㎡まで）

・一定の減価
　償却資産

小規模宅地等の特例

不要

なし

相続等のみ

宅地等（400 ㎡まで）のみ

80％（課税価格の減額）

申告期限まで

申告書

担　保
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③納税猶予の対象となる特定事業用資産とは
先代事業者の事業の用に供されていた次に掲げる資産で、先代事業者の贈与又は相続開始の年
の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されているものを「特定事業用資産」
といいます。また、特定事業用資産のうち相続税の納税猶予の適用を受けるものを「特例事業用
資産」、特定事業用資産のうち贈与税の納税猶予の適用を受けるものを「特例受贈事業用資産」
といいます。

④手続きの流れ（贈与税猶予を例に）
納税猶予を受けるためには、「都道府県知事の認定」、「税務署への申告」の手続きが必要と
なります。

個人事業者が保有している資産

うち、事業用資産（事業用に供されている資産）

特定事業用資産のうち
納税猶予の適用を
うけるもの

特例事業用資産
特例受贈事業用資産

うち、特定事業者用資産

・不動産貸付用の宅地
・不動産貸付用の建物
・棚卸資産
・事業用の預貯金
・売掛金

・事業用の宅地等（400㎡）
・事業用の建物（800㎡）
・減価償却資産
（固定資産税の課税対象等）

自宅の宅地等、自宅の建物等、預貯金、有価証券、金品など

資産の種類
として対象外

事業の種類
として対象外

納
税
猶
予
の
対
象

個人事業
承継計画の策定

●　後継者が「個人事業承継計画」を作成し、認定経営革新等支援機関が
　　所見を記載。
●　2019年4月1日から2024年3月31日まで提出可能。
　　※個人事業承継計画は認定申請と同時に提出することも可能。

●　2019年1月1日から2028年12月31日までの承継が対象。

●　贈与年の10月15日から翌年1月15日までに申請。
●　個人事業承継計画を添付。

確認申請

認定申請

贈与

都
道
府
県
庁

税務署へ
申告

●　贈与年の翌年3月15日までに認定書の写しとともに、贈与税の申告書
　　等を提出

●　税務署へ「継続届出書」を提出（3年に1回）
申告期限後

税
　
務
　
署

出典：中小企業庁「経営承継円滑化法 申請マニュアル」及び
　　　税務署「個人の事業用資産についての贈与税・
　　　相続税の納税猶予・免除（個人版事業承継税制）のあらまし」

提出先
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